
告
　
　
示

○
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申

請
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
環
境
管
理
課
）

一

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
　
　
　
　
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

二

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃
　
　
　
）

○
平
成
十
五
年
香
川
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号
（
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担

当
機
関
の
指
定
）
の
一
部
訂
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
　
）

三

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
平
成
十
七
年
度
の
物
品
の
買
入
れ
等
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す

る
者
に
必
要
な
資
格
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
会
　
計
　
課
）

公
　
　
告

○
落
札
者
等
の
公
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
立
病
院
課
）

五

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
　
　
　
　
（
経
営
支
援
課
）

○
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
三
件
）

（
土
地
改
良
課
）

六

○
土
地
改
良
事
業
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

七

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
落
札
者
等
の
公
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
水
道
課
）

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

八

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

（
第
九
一
九
三
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 99 号

平成 16 年

12月14日（火曜日）

一

地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
直
接
請
求
に
必
要
な
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
五
十
分
の
一
の
数

等

●
香
川
県
告
示
第
八
百
十
五
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

く
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

告

示

1
申
請
の
概
要

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

小
豆
郡
土
庄
町
甲
1776

有
限
会
社
　
海
南
荘
　
　
代
表
取
締
役
　
池
本
憲
一

事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

小
豆
郡
土
庄
町
甲
1776

海
南
荘

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
の
内
容

こ
れ
ま
で
第
２
排
水
口
か
ら
排
出
し
て
い
た
排
出
水
を
、
放
流
ポ
ン
プ
を
利
用
し
て
第
１
排
水
口

に
統
合
し
て
排
出
す
る
よ
う
に
変
更
す
る
。

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

変
更
な
し
。

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

変
更
な
し
。

排
出
水
の
汚
染
状
態
及
び
量



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

（
第
九
一
九
三
号
）

二

●
香
川
県
告
示
第
八
百
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
（
開
設
者
）

事
業
所
（
施
設
）
の

指
　
定
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
名
称
及
び
主
た
る
　
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

名
称
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

平
成
一
六
、
一
一
、
一
九
　
愛
在
宅
ケ
ア
セ
ン
タ
　
有
限
会
社
未
来
　
　
　
訪
問
介
護

ー
　
　
　
　
　
　
　
　
綾
歌
郡
綾
歌
町
富
熊
　
居
宅
介
護
支
援

綾
歌
郡
綾
歌
町
富
熊
　
四
四
〇
番
地
一

四
四
〇
番
地
一

●
香
川
県
告
示
第
八
百
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

他
に
、
排
水
口
が
2
箇
所
（
う
ち
、
雨
水
排
水
口
が
1
箇
所
）
あ
る
。

（
備
考
）
今
回
の
申
請
は
、
第
２
排
水
口
か
ら
排
出
し
て
い
た
排
出
水
を
、
第
１
排
水
口
に
統
合
し
て

排
出
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
当
該
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
排
出
水
の
量
及
び
汚
濁
負
荷
量

に
増
減
は
な
い
。

2
縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

期
間

平
成
16年
12月
14日
か
ら
平
成
17年

1
月
4
日
ま
で

場
所

香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
管
理
課
及
び
土
庄
町
生
活
人
権
課

排
出
水
の

汚
染
状
態

項
　
　
　
　
目

変
　
　
更
　
　
前

通
　
常

最
　
大

変
　
　
更
　
　
後

通
　
常

最
　
大

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

5.8～
8.6

5.8～
8.6

5.8～
8.6

5.8～
8.6

20
30

16.8
26.8

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

20
30

16.8
26.8

浮
遊
物
質
量

20
30

16.8
26.8

窒
素
含
有
量

30
55

26.8
51.8

り
ん
含
有
量

4
5

4
5

大
腸
菌
群
数

1,000
3,000

1,000
3,000

排
出
水
の
量

19
23

52
63

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

第
　
　
　
１
　
　
　
排
　
　
　
水
　
　
　
口

排
出
水
の

汚
染
状
態

項
　
　
　
　
目

変
　
　
更
　
　
前

通
　
常

最
　
大

変
　
　
更
　
　
後

通
　
常

最
　
大

水
素
イ
オ
ン
濃
度

生
物
化
学
的

酸
素
要
求
量

5.8～
8.6

5.8～
8.6

－
－

20
30

－
－

化
学
的
酸
素

要
　
求
　
量

20
30

－
－

浮
遊
物
質
量

20
30

－
－

窒
素
含
有
量

30
55

－
－

り
ん
含
有
量

4
5

－
－

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分

第
　
　
　
２
　
　
　
排
　
　
　
水
　
　
　
口

大
腸
菌
群
数

1,000
3,000

－
－

排
出
水
の
量

33
40

0（
雨
水
）

0（
雨
水
）



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

（
第
九
一
九
三
号
）

三

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
（
開
設
者
）

事
業
所
（
施
設
）
の

廃
　
止
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
名
称
及
び
主
た
る
　
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

名
称
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

平
成
一
六
、
八
、
三
一
　
　
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
峠
　
社
会
福
祉
法
人
敬
世
　
痴
呆
対
応
型
共
同
生
活

の
家
き
や
ま
　
　
　
　
会
　
　
　
　
　
　
　
　
介
護

坂
出
市
川
津
町
二
〇
　
坂
出
市
川
津
町
一
九

〇
一
番
地
一
　
　
　
　
八
六
番
地
二
二

●
香
川
県
告
示
第
八
百
十
八
号

平
成
十
五
年
香
川
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号
（
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指

定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

表
中

「

平
成
一
五
、
四
、
一
八
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
　
社
会
福
祉
法
人
こ
と
　
短
期
入
所
生
活
介

ム
レ
フ
ァ
シ
ー
ド
直
　
ぶ
き
会
　
　
　
　
　
　
護

島
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
山
県
御
津
郡
御
津
　
介
護
老
人
福
祉
施

香
川
郡
直
島
町
三
七
　
町
大
字
紙
工
一
四
一
　
設

四
九
―
一
　
　
　
　
　
〇

を

平
成
一
五
、
五
、
一
　
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
　
社
会
福
祉
法
人
こ
と
　
通
所
介
護

ム
レ
フ
ァ
シ
ー
ド
直
　
ぶ
き
会
　
　
　
　
　
　
居
宅
介
護
支
援
事

島
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
山
県
御
津
郡
御
津
　
業

香
川
郡
直
島
町
三
七
　
町
大
字
紙
工
一
四
一
　

四
九
―
一
　
　
　
　
　
〇

」

「

平
成
一
五
、
四
、
一
八
　
レ
フ
ァ
シ
ー
ド
直
島
　
社
会
福
祉
法
人
こ
と
　
短
期
入
所
生
活
介

短
期
入
所
生
活
介
護
　
ぶ
き
会
　
　
　
　
　
　
護

香
川
郡
直
島
町
三
七
　
岡
山
県
御
津
郡
御
津

四
九
―
一
　
　
　
　
　
町
大
字
紙
工
一
四
一

〇

平
成
一
五
、
五
、
一
　
　
レ
フ
ァ
シ
ー
ド
直
島
　
社
会
福
祉
法
人
こ
と
　
通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
　
ぶ
き
会
　
　
　
　

タ
ー
　
　
　
　
　
　
　
岡
山
県
御
津
郡
御
津
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

香
川
郡
直
島
町
横
防
　
町
紙
工
一
四
一
〇

三
七
四
九
―
一
　
　
　
　

平
成
一
五
、
五
、
一
　
　
レ
フ
ァ
シ
ー
ド
直
島
　
社
会
福
祉
法
人
こ
と
　
居
宅
介
護
支
援

居
宅
介
護
支
援
事
業
　
ぶ
き
会
　
　
　
　
　
　

所
　
　
　
　
　
　
　
　
岡
山
県
御
津
郡
御
津
　

香
川
郡
直
島
町
横
防
　
町
紙
工
一
四
一
〇
　

三
七
四
九
―
一

」

改
め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
八
百
十
九
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
百
六
十

七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例

を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
に
係
る
、
平
成

十
七
年
度
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
に
限
る
。
）
に
お
い
て
県

が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
並
び
に
資
格
の
審
査
の
申
請

方
法
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

１
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
競
争
入
札
に
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者

破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者

２
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
間
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
者
を
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し

て
使
用
す
る
者
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

契
約
の
履
行
に
当
た
り
、
故
意
に
工
事
若
し
く
は
製
造
を
粗
雑
に
し
、
又
は
物
件
の
品
質
若
し

く
は
数
量
に
関
し
て
不
正
の
行
為
を
し
た
者

競
争
入
札
又
は
せ
り
売
り
に
お
い
て
、
そ
の
公
正
な
執
行
を
妨
げ
た
者
又
は
公
正
な
価
格
の
成



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

（
第
九
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四

立
を
害
し
、
若
し
く
は
不
正
の
利
益
を
得
る
た
め
に
連
合
し
た
者

落
札
者
が
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
又
は
契
約
者
が
契
約
を
履
行
す
る
こ
と
を
妨
げ
た
者

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
監
督
又
は
検
査
の
実
施
に
当
た
り
、
職
員
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
た
者

正
当
な
理
由
が
な
く
て
契
約
を
履
行
し
な
か
っ
た
者

か
ら

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
な
い
者
を
契
約
の

履
行
に
当
た
り
代
理
人
、
支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
と
し
て
使
用
し
た
者

二
　
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

競
争
入
札
に
参
加
で
き
る
者
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
資
格
区
分
に
よ
り
格
付
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る

者
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
Ｂ
級
に
該
当
す
る
者
は
、
契
約
の
予
定
価
格
が
一
六
〇
万
円
を
超

え
る
と
き
は
、
競
争
入
札
に
参
加
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
、
緊
急
そ
の
他
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
資
格
区
分
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

資
　
　
格
　
　
区
　
　
分

資
　
　
　
　
格
　
　
　
　
要
　
　
　
　
件

Ａ
　
　
　
級
　
　
　
　
Ｂ
　
　
　
級

申
請
日
の
直
前
の
事
業
年
度
（
一
年
間
）
の
製
造
又
　
三
、
○
○
○
万
円
以
上

は
販
売
等
の
実
績
高

申
請
日
の
直
前
の
事
業
年
度
（
一
年
間
）
の
決
算
に
　
　
　
　
五
○
万
円
以
上

お
け
る
自
己
資
本
額

申
請
日
の
属
す
る
月
の
初
日
に
お
け
る
営
業
年
数
　
　
　
　
　
　
　
三
年
以
上

三
　
競
争
入
札
に
係
る
営
業
種
目

競
争
入
札
に
係
る
営
業
種
目
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

文
具
事
務
機
器
類
、
用
紙
類
、
一
般
印
刷
類
、
地
図
・
フ
ォ
ー
ム
印
刷
類
、
印
章
類
、
表
彰
品
・

記
念
品
類
、
医
療
機
械
器
具
類
、
薬
品
類
、
計
測
理
化
学
機
械
器
具
類
、
車
両
類
、
視
聴
覚
機
器
類
、

電
気
通
信
機
械
器
具
類
、
建
設
産
業
機
械
器
具
類
、
農
業
機
械
器
具
類
、
衣
料
雑
貨
類
、
家
具
木
工

類
、
室
内
装
飾
看
板
類
、
食
料
品
類
、
燃
料
類
、
書
籍
類
、
運
動
用
具
・
楽
器
類
、
写
真
機
・
写
真

材
料
類
、
厨
房
用
器
具
類
、
暖
冷
房
衛
生
設
備
機
器
類
、
消
防
防
災
機
器
類
、
清
掃
器
具
・
塗
料
・

船
具
類
、
水
道
用
資
材
類
、
造
船
類
、
木
材
類
、
建
築
・
建
設
資
材
類
、
金
属
く
ず
・
古
物
商
、
建

築
物
環
境
維
持
管
理
、
賃
貸
・
リ
ー
ス
、
企
画
・
広
告
・
イ
ベ
ン
ト
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
・
ソ
フ

ト
ウ
ェ
ア
開
発
、
警
備
保
障
・
人
材
派
遣
、
調
査
・
研
究
・
検
査
、
代
理
業
、
そ
の
他

四
　
申
請
の
方
法

１
　
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
の
提
出
場
所

競
争
入
札
に
参
加
す
る
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
を
香
川
県
出
納
局
会
計
課
へ
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類

申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

営
業
経
歴
書

納
税
証
明
書
（
香
川
県
内
に
営
業
所
等
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
香
川
県
税
に
滞
納
の
な
い
旨

の
証
明
書
並
び
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
未
納
の
税
額
の
な
い
旨
の
証
明
書
、
そ
れ
以
外
の

者
に
あ
っ
て
は
法
人
税
又
は
所
得
税
に
係
る
も
の
並
び
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
未
納
の
税

額
の
な
い
旨
の
証
明
書
）

身
分
証
明
書
（
個
人
の
み
）

商
業
登
記
簿
謄
本
（
法
人
の
み
）

決
算
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
、
登
録
等
を
必
要
と
す
る
業
種
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
得
た
こ
と
を

証
す
る
書
面
又
は
そ
の
写
し

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

３
　
申
請
書
及
び
添
付
す
る
書
類
（
以
下
「
申
請
書
等
」
と
い
う
。
）
の
作
成
に
用
い
る
言
語
等

申
請
書
、
営
業
経
歴
書
及
び
決
算
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
は
、
日
本
語
で
作
成
す
る
こ
と
。

な
お
、
そ
の
他
の
添
付
書
類
で
外
国
語
で
記
載
し
て
あ
る
も
の
は
、
日
本
語
の
訳
文
を
付
記
し
、

又
は
添
付
す
る
こ
と
。

申
請
書
、
営
業
経
歴
書
及
び
決
算
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
に
記
載
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
、

日
本
国
通
貨
で
表
示
す
る
こ
と
。

な
お
、
そ
の
他
の
添
付
書
類
で
外
国
通
貨
で
表
示
し
て
あ
る
も
の
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（

昭
和
二
十
二
年
大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
に
よ
り
日
本

国
通
貨
に
換
算
し
た
も
の
を
付
記
し
、
又
は
添
付
す
る
こ
と
。

Ａ
級
の
欄
に
掲
げ

る
基
準
の
全
部
又

は
一
部
を
満
た
さ

な
い
場
合
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五

４
　
申
請
書
用
紙
の
頒
布
場
所

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
出
納
局
会
計
課

五
　
資
格
審
査
結
果
の
通
知

資
格
審
査
の
結
果
は
、
文
書
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
。

六
　
資
格
の
有
効
期
間

競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
認
定
し
た
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

ま
で
と
す
る
。

七
　
資
格
の
取
消
し

六
の
資
格
の
有
効
期
間
内
に
一
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
な
っ
た
者
又
は
申

請
書
等
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
競
争
入
札
の
参
加
資
格
を
取
り
消

す
こ
と
が
あ
る
。

八
　
申
請
書
記
載
事
項
の
変
更

申
請
書
の
提
出
後
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
変
更
届
（
別
に
指
定
す
る
様

式
）
に
よ
り
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
　
商
号
又
は
営
業
所
等
の
名
称
及
び
所
在
地

２
　
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
、
個
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
の
氏
名

３
　
使
用
印
鑑

九
　
問
い
合
わ
せ
先
　
郵
便
番
号
　
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
出
納
局
会
計
課

電
話
番
号
　
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
六
四
二
又
は
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
六
三
一

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
十
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
調
達
件
名
及
び
数
量
　
ナ
ー
ス
コ
ー
ル
連
動
型
院
内
Ｐ
Ｈ
Ｓ
シ
ス
テ
ム
　
一
式

二
　
調
達
方
法
　
購
入
等

三
　
契
約
方
式
　
一
般
競
争
入
札

四
　
落
札
決
定
日
　
平
成
十
六
年
十
月
二
十
八
日

五
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
　
日
電
工
業
株
式
会
社
高
松
市
番
町
二
丁
目
一
〇
番
一
号

六
　
落
札
金
額
　
六
七
、
七
二
五
、
〇
〇
〇
円

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
三
、
二
二
五
、
〇
〇
〇
円
を
含
む
。
）

七
　
入
札
公
告
日
　
平
成
十
六
年
八
月
十
三
日

八
　
落
札
方
式
　
最
低
価
格

九
　
担
当
課
　
郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
健
康
福
祉

部
県
立
病
院
課
総
務
・
財
務
グ
ル
ー
プ
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
三
一
〇

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告

平
成
十
六
年
香
川
県
公
告
第
三
百
九
十
六
号

二
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
ヨ
シ
セ
ン
タ
ー
太
田
店
　
　
高
松
市
多
肥
下
町
一
九
二
番
地
二

三
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
高
松
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

該
当
な
し

五
　
意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

公

告
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六

亀
田
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）

〃

西
中
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）

〃

中
池
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）

〃

芋
の
池
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
新
設
事
業
）

〃

賀
條
寺
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
改
修
事
業
）

〃

東
香
原
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
改
修
事
業
）

〃

宮
の
浦
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
改
修
事
業
）

〃

亀
原
地
区

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
十
二
月
一
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
十
七

年
一
月
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

市
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
縦
覧
場
所

東
か
が
わ
市
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
円
仏
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
東
か
が
わ
市
事
業
部

経
済
課

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
北
山
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
小
磯
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
高
松
市
産
業
部
商
工
労
政
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日
（
火
曜
日
）
か
ら
平
成
十
七
年
一
月
十
四
日
（
金
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
十
七

年
一
月
二
十
三
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　

土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　

縦
覧
場
所

高
松
市
十
河
土
地
改
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
本
村
地
区
　
　
　
　
　
高
松
市
産
業
部
土
地

良
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
改
良
課

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
沖
下
所
地
区
　
　
　
　
〃

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
十
二
月
一
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
十
七

年
一
月
十
七
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　

土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　

縦
覧
場
所

三
豊
郡
山
本
町
土
地
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
揚
水
施
設
改
修
事
　
山
本
町
産
業
振
興
課

改
良
区
　
　
　
　
　
　
業
）
長
野
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
水
路
改
修
事
業
）

〃



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

（
第
九
一
九
三
号
）

七

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
調
達
件
名
及
び
数
量
　
中
讃
流
域
下
水
道
大
束
川
浄
化
セ
ン
タ
ー
改
築
事
業
委
託
業
務
　
一
式

二
　
調
達
方
法
　
請
負

三
　
契
約
方
式
　
随
意
契
約

四
　
契
約
日
　
平
成
十
六
年
十
月
十
三
日

五
　
契
約
者
の
氏
名
及
び
住
所
　
日
本
下
水
道
事
業
団
　
東
京
都
港
区
赤
坂
六
丁
目
一
番
二
〇
号

六
　
契
約
価
格
　
二
、
四
七
五
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
を
含
む
。
）

七
　
随
意
契
約
の
理
由
　
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当

八
　
担
当
課
　
郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
土
木
部
下

水
道
課
下
水
道
推
進
グ
ル
ー
プ
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
五
六
六

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
十
八
号

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
萱
原
字
下
所
八
一
四
―
一
、
八
一
五
―
二
及
び
八
一
五
―
一
二

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
一
九
―
四

株
式
会
社
し
ま
む
ら
　
代
表
取
締
役
　
藤
原
秀
次
郎

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
安
戸
地
区
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日
認
可
し
た
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
区
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名

高
松
市
古
高
松
土
地
改
良
区
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
北
堀
江
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
本
三
地
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
平
木
池
地
区

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
事
業
を

土
地
改
良
事
業
の
種
類
　
　
　
地
　
区
　
名
　
　
　
工
事
完
了
年
月
日

行
っ
た
者
の
名
称

小
田
奈
良
須
両
池
　
単
独
市
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
大
井
出
地
区
　
　
平
成
一
五
、
六
、
一
〇

土
地
改
良
区

〃
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
森
池
地
区
　
　
　
平
成
一
六
、
三
、
一
九

（
横
断
道
関
連
）

●
香
川
県
公
告
第
五
百
九
十
七
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

選
挙
管
理
委
員
会
告
示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

（
第
九
一
九
三
号
）

八

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
異
動
事
項
　
　
　
　

新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

加
門
仁
史
後
援
会
　
　
　
　
　
　
政
治
団
体
の
　
加
門
仁
史
後
援
会
　
　
　
加
門
仁
史
と
地
域
を
考

名
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
る
会

長
期
政
策
総
合
懇
話
会
香
川
県
　
代
　
表
　
者
　
谷
川
　
　
実
　
　
　
　
　
大
西
　
潤
甫

支
部
（
竹
下
登
後
援
会
）

の
　
氏
　
名

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
十
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登

録
に
伴
う
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十

条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
者
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
に
六
分
の

一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
。
以
下
同
じ
。
）

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

五
十
分
の
一
の
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
、
七
二
一
人

三
分
の
一
の
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
六
、
〇
〇
四
人

県
議
会
議
員
各
選
挙
区
に
お
け
る
三
分
の
一
の
数

高
松
市
選
挙
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
、
二
八
九
人

丸
亀
市
選
挙
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
、
七
二
九
人

坂
出
市
選
挙
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
、
五
八
六
人

善
通
寺
市
選
挙
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
、
五
一
〇
人

観
音
寺
市
選
挙
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
、
〇
一
九
人

さ
ぬ
き
市
選
挙
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
、
四
三
一
人

東
か
が
わ
市
選
挙
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
、
五
六
〇
人

小
豆
郡
選
挙
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
、
六
九
七
人

木
田
郡
第
一
選
挙
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
、
九
九
〇
人

表
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

会
計
責
任
者
の

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

氏
　
　
　
　
名

功
和
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
鍋
　
裕
二
　
　
真
鍋
　
裕
二
　
　
高
松
市
東
山
崎
町
五
一
四

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
三
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
十
六
年
十
二
月
十
四
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
異
動
事
項
　
　
　
　
　
新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

自
由
民
主
党
川
岡
支
部
　
　
　
　
主
た
る
事
務
　
高
松
市
岡
本
町
二
九
五
　
高
松
市
川
部
町
三
九
八

所
の
所
在
地
　
―
四

代
　
表
　
者
　
岡
下
　
勝
彦
　
　
　
　
　
諏
訪
　
博
文

の
　
氏
　
名

会
計
責
任
者
　
石
田
　
崇
貴
　
　
　
　
　
長
尾
　
明
幸

の
　
氏
　
名

自
由
民
主
党
築
地
支
部
　
　
　
　
主
た
る
事
務
　
高
松
市
福
田
町
一
二
―
　
高
松
市
築
地
町
五
―
一

所
の
所
在
地
　
一
三
　
　
　
　
　
　
　
　
〇

代
　
表
　
者
　
村
尾
　
秀
樹
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古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています
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香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


